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種子取祭



　11 月 11 日から 9日間、竹富島で種子取祭が行わ
れました。種子取祭は、豊かな稔りがもたらされる
ことを願う行事です。11月 17日には世持御嶽にて、
玻座間村を中心とした奉納芸能が行われ、「庭の芸
能」や狂言、舞踊などの「舞台の芸能」が次々と奉
納されました。世持御嶽には多くの方が訪れ、多彩
な芸能に大きな拍手が送られました。
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　1965年当時に行われた竹富町波照間島民俗調査資料一式を竹富町に
寄贈したアウエハント＝静子氏（87）が12月13日、石垣市民会館展示
ホールにて講演を行いました。
　静子氏は、夫のオランダ人文化人類学者コルネリウス・アウエハント
氏とともに波照間島の神事などの調査に携わり、写真や録音音声といっ
た貴重な資料を収集しました。当時の八重山では神行事の記録を残すこ
とは禁止されていましたが、調査開始前に神

かみくじ

籤を引いたところ「諸に良
し」という結果が出たことから、特別に調査が許されたといいます。
　今回は寄贈写真展の第５回開催に合わせての講演となり、静子氏が当
時の写真や音声をスライドショーで上映しながら調査時のエピソード
を語りました。スライドでは、1965年当時の波照間島の神行事の様子
や、司の祈願の言葉を録音した音声が流されました。来場者はスライド
ショーに見入り、講演後は展示された写真を眺めながら思い出話に花を
咲かせる姿も見られました。
　波照間島でニンガイピトゥ（願い人）を務める親盛美智子さんは「良
き時代の波照間島の姿を写真で見ることができて良かった。先輩方の
思いが感じられる写真展で、嬉しい気持ちになりました」と感想を述
べました。アウエハント＝静子氏は講演会終了後「今回の講演で当時
が蘇り、改めて心を一つにし、世界平和の大切さを感じました」と語
りました。

来場者の方々との1枚。

軽快なトークで来場者
を楽しませる静子氏。

司が祈りを捧げている
際の音声を紹介するア
ウエハント＝静子氏。

竹富町史編集委員長の
石垣久雄氏と、静子氏。

アウエハント＝静子氏講演会開催

夫のコルネリウス・アウエハント氏を指差す静子氏。



波照間島のムシャーマ国立劇場公演
　令和7年11月23日（日）、国立劇場おきなわで「民俗芸能公演　波照間島の芸能」が開催され、会場は大入り満員となり
ました。公演では、波照間島に古くから伝わる旧盆の伝統行事「ムシャーマ」の芸能が舞台上で再現され、ミルク神や念仏
踊り、棒・太鼓、狂言、舞踊など多彩な演目が披露されました。 　この日の舞台には、総勢140人の演者が出演し、日々の
練習で磨き上げてきた成果を存分に発揮。迫力ある演技と息の合った演舞で舞台を盛り上げ、客席を魅了しました。 　客
席には沖縄本島在住の波照間島郷友会員の姿も多く見られ、懐かしい島の芸能に思いを馳せながら、大きな歓声と温かな拍
手が送られ、会場全体が一体感に包まれました。 　この公演は文化庁芸術祭の一環として行われ、波照間島外で「ムシャー
マ」を体感できる貴重な機会となり、島の豊かな芸能文化の魅力と、その継承の大切さを広く伝える機会となりました。
劇場ロビーでは、６０年前の波照間島の祭事風景を写した写真展「コルネリウス＝アウエハント写真展」が同時開催され、
島で育った子供のころの被写体を探し当てて懐かしみ涙する郷友会員の姿もありました。
また、12月15日には浦仲浩一公民館長ほか役員の皆さんが前泊町長へ公演終了の報告に訪れ、出演者が映るパネル写真を
披露し感動のステージの様子を報告されました。
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　12 月 1 日から、町内の 75 歳以上の高齢者を対象にした路線バスの利用負担軽減事業が西表島で始まりました。
西表島の豊原～白浜間の路線バスに乗車する際、離島割引カードの 2次元バーコードを端末にかざすだけで運賃が
無料となるサービスで、高齢者の移動の負担軽減と、外出や社会参加を促すことを目的とした補助事業です。サービ
スを受けるための特別な手続きは必要なく、75歳になれば自動的に登録されるため、離島割引カードを持参すれば
誰でも利用することができます。

左上／事業開始のデモンストレーションに参加した、新 秀子さん（91）=南風見 =「運賃無料はうれしい。久しぶ
りに祖納や白浜にも行ってみたい。」。左下／路線バスを運行する西表交通（株）玉盛雅治社長「今後は顔認証システ
ムの導入など、さらにサービス向上を図っていく予定です。」

　竹富町と株式会社ゴールドウインの間で 2024 年 7月
に締結された包括連携協定の一環として「服と環境問題
のつながり」や「服という資源を長く大切に使うこと」
について学習する出前授業を町内の各学校で実施してい
ます。
　昨年 2月に引き続き２回目となる今回は、株式会社
ゴールドウインの関 瀬里さんを講師に招き、11 月 20
日に上原小学校と大原中学校で出前授業を実施しまし
た。
　授業では服を作ったり洗濯したりするときに発生する
環境負荷や、着られなくなった服の再利用・お直し・リ
サイクルの仕組みなどについて学習しました。服の素材
の確かめ方を教わると子どもたちは早速自分の服のタグを確認したり、互いの服の質感を確かめ合ったりし
ていました。
　株式会社ゴールドウインとは今後も包括連携協定に基づき、地域の活性化に向けて取り組んでまいります。

竹富町民高齢者路線バス負担軽減事業がスタート !
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株式会社ゴールドウインによる
出前授業を実施しました



民生委員・児童委員　一斉改選がありました！
　１２月１日に民生委員・児童委員の一斉改選があり、１２月３日に八重山合同庁舎にて民生委員・児童委員
厚生労働大臣委嘱状及び感謝状伝達式並びに知事委嘱状交付式が執り行われました。
　竹富町では、１６名の民生委員と２名の主任児童委員が委嘱状の交付を受けました。新任の民生委員は４名
です。　また、委嘱状交付式に先立ち、厚生労働大臣感謝状伝達も執り行われ、退任者２名が授与されました。

民生委員・児童委員ってどんな人？

民生委員・児童委員とは

主任児童委員とは

民生委員・児童委員は地域住民のなかから選ばれ、自
らも住民の一員という性格をもって住民の見守りや相
談活動を行います（担当区域をもって活動します。）

主任児童委員は、子どもや子育て家庭への支援を専門
に担当する民生委員・児童委員です（担当区域はもち
ません。）

民生委員・児童委員　一斉改選がありました！

民生委員・児童委員厚生労働大臣感謝状
地区 氏名 氏名 年数

主任児童委員 河合　正憲 星　璋子 15年
主任児童委員 小橋川　和美 鍵野　次代 9年

竹富 内盛　良枝
小浜 前泊　幾代
黒島 大底　京子
豊原 大城　栄子
大原 宇根　和子
大富 西表　いすず
古見 石原　孝子
美原 屋宜　加陽子
上原 嘉陽　恵美子
祖納 古見　浩之
千立 眞謝　隆一
白浜 大城　美智子
船浮 宮良　宗一
鳩間 大工　尚美
波照間 前盛　栄子
波照間 西里　惠美
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　12月 2日、令和７年度竹富町海洋教育サミット「隔ての海を未来につながる結びの海へ」をキャッチフレーズに
開催されました。
　町内６校の児童生徒がこれまで各地区で取り組んできた海洋教育の成果や海とのつながり、環境問題について分
かりやすく発表しました。
　また、講話では竹富町フェロー渡邉賢一氏が「竹富町から考える宇宙と私たちの未来」をテーマに「広い視野で
考える鳥の目・分析して仕組み考える虫の目・流れを読み傾向を考える魚の目」の３つを大切に「竹富町から地球
の未来を一緒に作ろう」と呼びかけた。

令和７年度  竹富町海教育サミット



上原小学校 海洋教育「結ぬ海科」 
ビーチクリーン 

魚まき集会 

防災学習 

結果をまとめ発表 集めたゴミを分別 ペットボトル分別
業回収表

分担して捌く作業 魚を追い込み捕獲 みんなでいただきます 

担架をつくる活動 ランタン作り 防災バッグの確認 
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作
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験
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海
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体

験
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習
」
「
和
紙
づ
く
り
」
を
行
っ
て
い
る
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の
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の
一
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で
あ

る
海
の
体
験
学
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は
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サ
バ
二
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験
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
体
験
、
ア
ン

ブ
シ
漁
（
刺
し
網
漁
）
」
を
三
年
サ
イ
ク
ル
で
実
施
。
今
年
度
は
全

小
・
中
学
生
の
ア
ン
ブ
シ
漁
体
験
学
習
（
４
月
下
旬
）
に
実
施
し

た
。
地
域
で
漁
業
を
営
ん
で
い
る
保
護
者
を
主
と
し
て
、
事
前
学
習

に
お
い
て
、
「
魚
採
り
」
「
魚
の
種
類
と
特
徴
」
「
調
理
例
」
に

つ
い
て
学
び
、
地
元
の
「
北
泊
の
浜
」
に
て
刺
し
網
漁
体
験
を
行
っ

た
。
今
回
、
学
習
の
ね
ら
い
は
、
ア
ン
ブ
シ
漁
を
体
験
す
る
こ
と

で
、
郷
土
の
自
然
に
理
解
を
深
め
「
郷
土
を
愛
す
る
心
」
を
育
て
る

こ
と
、
生
き
物
を
採
っ
て
食
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
の
恵
み
に
対

す
る
「
感
謝
の
心
」
を
育
て
る
こ
と
で
す
。
体
験
で
は
、
講
師
か
ら

の
魚
の
下
ご
し
ら
え
（
う
ろ
こ
取
り
・
内
臓
取
り
出
し
方
等
）
を
指

導
し
て
い
た
だ
き
、
体
験
後
の
振
り
返
り
か
ら
は
、
「
み
ん
な
で
協

力
し
て
た
く
さ
ん
の
魚
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
危
険

な
魚
を
さ
け
な
が
ら
安
全
に
で
き
た
」
「
網
か
ら
魚
を
取
り
外
す
時

や
魚
を
さ
ば
く
こ
と
も
意
外
と
難
し
か
っ
た
け
ど
楽
し
か
っ
た
」
と

児
童
生
徒
は
貴
重
な
体
験
か
ら
様
々
な
こ
と
を
感
じ
取
り
、
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

西表小中学校 海洋教育
本
校
は
、
目
の
前
に
祖
納
岳
、
そ
の
ふ
も

と
に
は
田
ん
ぼ
、
学
校
の
裏
に
は
北
泊(

ニ
シ

ド
マ
リ)

の
浜
が
広
が
り
、
自
然
豊
か
な
環
境

の
中
に
あ
る
。

校
区
は
、
祖
納
、
干
立
、
白
浜
の
三
地
域

で
、
そ
の
全
て
が
海
と
の
関
わ
り
が
強
く
、

海
や
山
か
ら
の
恩
恵
を
受
け
て
き
た
。
児
童

生
徒
は
、
幼
い
頃
か
ら
、
地
域
の
伝
統
行
事

に
参
加
し
、
自
然
の
恵
み
に
感
謝
す
る
こ
と

の
意
義
を
考
え
、
地
域
の
人
々
や
環
境
に
育

て
ら
れ
て
い
る
。

目
の
前
に
あ
る
地
域
素
材
を
有
効
活
用
し

た
本
校
に
お
け
る
海
洋
教
育
を
紹
介
す
る
。

SDGsの視点も入れ、各教科において海洋に関する学びと
関連させた教育活動を行っている。

ビーチ
 クリーン

毎
年
、
海
洋
ゴ
ミ
の

実
態
調
査
を
行
い
、
自

分
た
ち
の
生
活
と
自
然

環
境
と
の
繋
が
り
を
考

え
る
機
会
と
し
て
い
る
。

学
校
裏
の
北
泊
の
浜

の
漂
着
ゴ
ミ
の
分
別
を

行
い
、
調
査
結
果
を
蓄

積
し
て
経
年
変
化
を
み

る
こ
と
で
、
環
境
に
配

慮
し
た
生
活
や
持
続
可

能
な
社
会
の
実
現
に
向

け
た
意
識
の
高
揚
に
繋

げ
て
い
こ
う
と
い
う
取

組
で
あ
る
。

海と祭祀

祖
納
地
域
と
干
立
地
域
で
は
節
祭
、
白
浜
地

域
で
は
海
神
祭
が
行
わ
れ
る
。
ど
の
祭
祀
も
海

と
深
く
関
わ
り
が
あ
り
、
船
漕
ぎ
が
行
わ
れ
る
。

児
童
生
徒
は
地
域
行
事
へ
の
参
加
を
通
し
て
、

豊
漁
や
豊
作
を
願
い
な
が
ら
、
地
域
の
伝
統
行

事
を
受
け
継
い
で
い
く
。
こ
の
時
期
は
古
の
時

代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
い
る
伝
統
文
化
と
現
代

と
の
つ
な
が
り
を
強
く
意
識
す
る
こ
と
と
な
る
。

海を知る
津波から命を守ろう

本
校
区
の
三
地
域
と
も
、
集
落
は
海
に
面

し
た
場
所
に
あ
り
、
地
域
住
民
の
津
波
へ
の

危
機
意
識
は
強
い
。
学
校
の
す
ぐ
裏
が
海
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
本
校
に
お
い
て
は
、
各
教

科
に
お
い
て
自
然
災
害
か
ら
身
を
守
る
た
め

の
学
習
と
避
難
訓
練
を
合
わ
せ
て
、
海
と
の

共
生
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と
し
て
い
る
。

小・中学生：「アンブシ漁体験」

講師のアドバイス
「海には危険な生物
がいるからしっかり
確認するように」

「わっ！いっぱい網にかかっている」



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水温と透明度の測定 カラーチャートでサンゴの色の観察 ５ｍ×５ｍの範囲でサンゴの種類を調査 

船
浦
中
学
校
で
は
【
海
を
学
び
・
海
か
ら
学
び
・

海
を
愛
す
る
生
徒
の
育
成
】
を
目
標
に
、
「
ビ
ー
チ

ク
リ
ー
ン
」「
サ
ン
ゴ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」「
体
験
ダ
イ

ビ
ン
グ
」
を
中
心
に
海
洋
教
育
を
実
践
し
て
い
ま

す
。 サ

ン
ゴ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
は
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
活
用
し

た
観
測
に
も
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
「
ま
と
め
」
に
お

い
て
は
、
各
地
点
で
の
サ
ン
ゴ
の
違
い
や
特
徴
、
年

間
を
通
し
た
サ
ン
ゴ
の
変
容
や
台
風
と
の
関
連
な

ど
、
サ
ン
ゴ
の
状
態
を
通
し
て
考
察
し
、
仮
設
を
た

て
今
後
の
「
見
通
し
」
を
立
て
て
い
く
予
定
で
す
。 

 

体
験
ダ
イ
ビ
ン
グ
で
は
、
地
域
の
ダ
イ
ビ
ン
グ
組

合
に
協
力
を
依
頼
し
て
、
観
光
資
源
と
し
て
の
西
表

島
の
魅
力
や
良
さ
を
伝
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
事
前

学
習
で
は
『
西
表
島
の
海
に
魚
の
種
類
が
多
い
の
は

な
ぜ
か
』
『
山
と
海
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る

の
か
』
な
ど
の
問
い
を
持
っ
て
調
べ
、
体
験
ダ
イ
ビ

ン
グ
に
挑
み
ま
し
た
。
体
験
を
通
し
て
生
徒
か
ら
は

「
西
表
の
海
に
も
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
魚
や
生

物
が
い
る
事
に
改
め
て
驚
き
ま
し
た
。
」
と
、
ダ
イ

ビ
ン
グ
の
醍
醐
味
や
安
心
感
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。 

山
か
ら
の
恵
み
が
川
へ
流
れ
、
海
へ
と
繋
が
る
。

島
の
自
然
、
海
の
自
然
が
地
域
の
人
と
ど
れ
だ
け
深

く
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
こ
の
自
然
を
守
る
た
め
に

色
々
な
視
点
か
ら
様
々
な
課
題
を
発
見
し
、
他
者
と

協
働
し
て
、
課
題
解
決
に
向
か
っ
て
粘
り
強
く
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。
ま
た
、
調
べ
た
内
容
を
色
々
な

場
面
で
発
表
・
発
信
し
て
い
く
表
現
力
を
つ
け
、
こ

れ
か
ら
の
西
表
島
、
郷
土
を
愛
す
る
心
、
未
来
の
た

め
の
行
動
力
に
繋
げ
て
い
け
る
生
徒
の
育
成
を
目

指
し
て
い
き
ま
す
。 

船船浦浦中中学学校校  海海洋洋教教育育  

～「海・自然と生きる探究活動」の実践を通して～ 

サンゴモニタリング 

自然事象の道理を考える力、説明する力 

協働的な学習の価値の気づきと自己有用感の高まり 

好奇心と探究心の向上 

体験ダイビング 

良さ☆魅力を感じ、繋ぐ・繋がる・つなげる力 



令和7年

大阪・関西万博のフランスパビリオンで
イリオモテヤマネコ銅像が共同展示 

イリオモテヤマネコ発見 60 周年 

竹富町の総合案内所・町民待合所が

子ども第三の居場所「みんなのいばしょ」がオープン

大原歯科診療所が 2 年ぶりに診療再開

「竹富町女性議会」を町議会議場で 16 年ぶりに開催

小浜小学校創立 130 周年記念式典

竹富町訪問税条例が議会で成立 

第 12 回「心に残る給食の思い出」作文コンクールで

ユーグレナ石垣港離島ターミナル内にオープン

竹富町重大ニュース

公共交通・物流の拡充

竹富町民専用無料送迎バスが運行開始

竹富町多機能型貨物輸送船「つむぎ」が就航

鳩間―上原　定期船欠航時の臨時船を運航開始

西表島・豊原～白浜区間で

8月6日

11月1日

11月20日

12月2日

高齢者路線バス負担軽減事業をスタート

黒島小中学校の櫻田有風さんが文部科学大臣賞に輝く
（小学 5 年）

4月13日

4月15日

8月22日

4月25日

5月8日

10月23日

6月1日

6月13日

11月20日



開催スケジュール

お申込み
問い合わせ

初心者でも安心してスマホの活用方法を学べる講習会です。

実際に体験しながら一緒に学びませんか？

日程 時間 場所 講座内容

2/10
(火)

11:00〜12:00 離島振興総合センター マイナポータルを活用しよう

2/10
(火)

13:30〜14:30 離島振興総合センター
デジタルリテラシーを身につけて

安心・安全にインターネットを楽しもう

電話 0980-87-6550

受付時間
9:00 – 12:00竹富町役場 DX課

13:00 – 17:00
平日

地 域 お こ し 協 力 隊 活 動 報 告
　定期船欠航の影響などにより、『スマホなんでも相談』の９月１日から１１月３０日
までの開催は１９回となり、延べ５４名の方々からのご相談に対応いたしました。 ２月
１０日火曜日には離島振興総合センターにて「マイナポータル」と「デジタルリテラシー」
を学ぶスマホ講習会を開催いたします。今回も現地スタッフである私が全力でサポート
いたしますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております！ 

太 田 洋 平  
石垣庁舎・地域デジタル化係

　新しい年ということで、改めて自身の活動を紹介いたします。私は竹富町商工会と、石
垣空港の「島土産」という店舗を持つ竹富町物産観光振興公社（以下公社）に出向してい
ます。2025年は公社のオリジナルキャラクター「Islands9＋」を使って、非食品の商品
を中心につくりました。（写真参照）離島フェアなどのイベントにも参加し、竹富町の特産

品のPRをしました。今年もより一層商品開発やPR業務など頑張りますので、2026年もどうぞよろしくお願いいたします。 

金 子 友 美  
石 垣 庁 舎 ・ 商 工 振 興 担 当  



予予約約
不不要要

相談料は無料です

個別でお伺いするため、混雑状況によりご案内までお時間をいただく可能性がございます。

※定期船の運行状況等により、時間の変更や開催を見合わせる場合がございます。その際は竹富町公式LINEにてお伝えします。

◎竹富町役場が受け付けているオンライン申請や公式LINEについて教えてほしい
・スマートフォンで出来ることについて聞いてみたい
・スマートフォンの購入ついて相談したい ※紹介まで
・そのほかスマートフォンやパソコンなどの基本的な使い方のご相談
など、お答えできる範囲でお伺いいたします。

当日先着順にて受付いたします

【お問合せ】
竹富町役場ＤＸ課
0980-87-6550

令和8年２月

2
月

日 付 場 所 時 間

５日(木) 波照間保健センター １０:30 ～ 12:00 / 13:00 ～ 1５:３0

１２日(木) 竹富島まちなみ館 10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 15:30

18日(水) 離島振興総合センター 10:30 ～ 12:00 / 13:00 ～ 15:30

19日(木) 小浜公民館 10:０0 ～ 12:00 / 13:00 ～ 15:30

24日(火) 白浜 海人の家 1２:０0 ～ 1５:０0

24日(火) 船浮多目的集会施設 16:00 ～ 17:00

25日(水) 西表西部出張所 1０:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 15:00

２７日(金) 黒島伝統芸能館 9:30 ～ 1３:00

予約制 鳩間島コミュニティセンター ご相談があればDX課までお問合せください

令和7年10月より、鳩間島コミュニティセンターでの相談会は事前予約制
とさせていただきます。
ご予約はＤＸ課で承りますので、お気軽にお問合せください。



移動付き添い支援委託事業
ケアアテンドTettoMe(テットメ)の看護師による移動付き添い支援です。
ご利用者の身体状況や環境に合わせて柔軟に対応いたします。
福祉車両もありますので、車椅子の方もご利用いただけます。

サービス内容 『医療機関への受診・
入退院付き添い』
診察した内容を利用者家族へ
伝えることも行います

『買い物の付き添い』
店内も一緒に回ります

対象者：
①竹富町内に居住する65歳以上高齢者及び障がいのある者
②一時的に身体及び精神が不安定な状態にある者
③その他町長が必要と認めた者

サービス料金

1時間（税込）・・・1,500円（本人負担）
延長端数の時間（10分毎）・・・250円（本人負担）
※利用料金は委託事業所ケアアテンドTettoMeスタッフと利用者が直接
対面した際に料金が発生します。
また利用料金（本人負担額）は、竹富町が半額補助した金額となります。

申請方法

①申請書の記入（竹富町役場福祉支援課にて）
→申請書提出後、TettoMe担当者と面談調整を行います。
面談調整はご利用される方の状態を確認するためです。
②利用の決定
③ケアアテンドTettoMeへ電話予約→利用へ

竹富町役場 福祉支援課 0980-83-7415
または 株式会社ケアアテンドTettoMe 090-2106-1814

お問い合わせ

※その他、散髪や福祉イベント等参加支援等も
ご利用いただけます。お気軽にご相談ください。



竹富町【西表東部・西部・小浜地区】
事
業お出かけサポート

医療機関への通院 公共施設（離島桟橋）の利用官公庁等への手続き業務時

リフト付き車両等にて、以下の場所へ送迎。サービスの利用は1週間あたり概ね4回を限度とします。

上限なしとなりました

概ね65歳以上の者及び身体障害者等、一般の交通機関を利用することが困難な者。その他町長が認める者。

8時半～17時まで 土日、祝祭日、12月29日～1月3日まで

利用登録申請書に関係書類を添えて提出 無料

・竹富町役場 福祉支援課 ☎ 0980-83-7415	・東部地区：スオウの木 ☎ 080-4878-5996
・西部地区：南風見苑 ☎ 0980-85-6911	 ・小浜地区：くまま ☎ 0980-85-3434

【事業内容】

【利用対象者】

【基本運行時間】 【休業日】

【利用登録】 【利用料】

お問い合わせ・申し込み先

利

用無料

竹富町に住民登録している７５歳以上の方が対象

令令和和７７年年１１２２月月１１日日よよりりススタターートト

竹富町民高齢者路線バス負担軽減事業
乗車区間 ： 豊 原～白 浜（西表島）

通通院院・・買買物物・・レレジジャャーーななどどににごご利利用用いいたただだけけまますす。。

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】

竹竹富富町町役役場場 福福祉祉支支援援課課 ００９９８８００--８８３３--７７４４１１５５
【【運運航航にに関関すするるおお問問いい合合わわせせ先先】】

西西表表島島交交通通株株式式会会社社 ００９９８８００--８８５５--５５３３００５５

運 賃 ： 無 料 離島割引カードを

かざすだけ！



 

フライパンでまとめて 3品！！ 

時短で高血糖予防メニューを作りました！ 

◎鮭のカレーマヨ ◎ゆで卵 ◎ハニーさつまいも 

▼その他調理した物 

ピーマンのツナ和え、玄米ご飯、減塩味噌汁 

フライパンに水を入れ、 

蓋をして弱火で15分！          

低カロリー低糖質おやつで血糖コントロール！！ 

◎ライスペーパーの三角チョコパイ 

◎お麩で作るラスク 

◎コーヒーゼリーのティラミス 

の3つを作りました 

               

            

高血糖状態を放置すると、血管が痛み、動脈硬化・脳梗塞・心筋梗塞・糖尿病・高血圧などのリスクが高くなります。

健診をしっかり受け、治療が必要な場合は早めに医療機関を受診しましょう！日ごろのセルフチェック！セルフケア！毎日

の生活習慣で高血糖を予防しましょう。ポイントは食事と運動です。 

高血糖予防のポイント 

 野菜やタンパク質から食べ始める   食物繊維の多い食品(野菜・きのこ・海藻)を取り入れる 

 よく噛んでゆっくり食べる         おやつは空腹時ではなく食後に少量とる 

 菓子パンだけ麺だけなど炭水化物だけの食事を避ける    食後に軽い運動をする 

 食品の栄養成分表示を確認する(成分は、含有量が多いものから順に表示されます) 

 

高血糖予防教室では、

参加者と一緒に調理を

したり、管理栄養士の講

話を聞いて高血糖につ

いて一緒に考えました 

高高血血糖糖予予防防教教室室をを開開催催ししままししたた
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延期となっていた令和７年度子宮がん集団検診は下記のとおり実施予定です。 

日程：令和８年２月１２日(木)１３:００－１５:３０ 

 令和８年２月１３日(金) ９:００－１１:００ 

会場：波照間保健センター 

  

天候や海況の影響により実施できない可能性もあり、その場合は「中止」とします。 

「中止」が決定したときは、防災無線及び竹富町公式 LINE にてお知らせします。 

 

竹富町健康づくり課 保健予防係 ０９８０－８２－７５１９ 

  

 

 

検検診診料料金金  

年齢 20歳～70歳未満 70歳以上・クーポン対象者 

受診者 

負担額 
1,000円 無 料 

検検診診内内容容   問診、視診、内診、細胞診 

注注意意事事項項  

・脱脱着着ししややすすいい服服（（ススカカーートトななどど））でお越しください。 

 検査着等貸出はありません。必要な方はバスタオル等をお持ちください。 

・月経（生理）中、出血量の多い期間は検査できません、ご相談ください。 

・妊娠中、妊娠の可能性がある方は受診できません。 

・受診前日の性生活は避けてください。 

持持ちち物物  
 保険証(資格確認証)・検診料金・バスタオル等(必要な方) 

 お持ちの方は 健康手帳・検診無料クーポン(青色） 

婦人がん検診(波照間地区)の日程について 
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竹富町福祉支援課  0980-83-7415 令和 7年 12月 1日よりぴったりサービスを利用したオンライン申請が始まります。 

　　そのようなことを防ぐためにも、納付書が届きましたら、期限内でのお支払いをお願いいた

　　もし、やむを得ない事情などで納付が難しい場合は、お早めに上下水道課までご相談くだ

　　さい。事情をお伺いしたうえで、分納などのご相談にも応じています。

水道事業は、皆さまからお支払いいただく水道料金によって運営されています。
安定し、安全な水の供給を続けていくためには、皆さまのご協力が欠かせません。
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　　納付期限を過ぎてもお支払いがない場合には、督促状の発送を行い、さらにお支払いが
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　　給水停止によりお客さまに損害が生じても、水道事業では一切の責任を負いません。
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納め忘れはありませんか？

水道料金を滞納すると...

滞滞納納はは事事業業のの収収入入がが減減るるだだけけででななくく、、
正正ししくくおお支支払払いいいいたただだいいてていいるる方方にに対対しし、、

不不公公平平でで多多大大なな迷迷惑惑ををかかけけててししままうう行行為為でですす
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よろしくお願いいたします。
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～～～国民年金のメリット～～～

老後を支える終身保障！ 万が一の障害や遺族も保障！

保険料が控除！ 基礎年金の半分は国（税金）が負担！

「老齢基礎年金」が受け取れる一生涯の保証です。 老後だけではなく現役世代の保障も充実しています。

納めた保険料の全額が所得から控除されます。 基礎年金の半分は国（税金）から支払われています。

お問い合わせ 竹富町役場 健康づくり課 国保･年金係 8822--77551199

２０歳になったら国民年金

⚫ 20歳以上60歳未満の学生・農林漁業者・自営業者・無職の方等（国民年金第１号
被保険者）は国民年金に加入することが義務付けられています。

⚫ 20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金加入のお知らせや基礎年金番号通知
書、納付書などが送付されます。

⚫ 公的年金制度は、老後や障害を負ったときに、働いている世代みんなで支えようという
考えで作られた仕組みです。

⚫ 若いときに公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、老後や病気やケガで
障害が残ったときなどに、年金を受け取ることができます。

⚫ 令和７年度の保険料は月額1177,,551100円です。また、毎月400円の付加保険料を上乗せして納
めると将来受け取る年金を増やすこともできます。

⚫ 納付書・口座振替・クレジット納付があります。
⚫ 納付書は銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口、またはスマートフォンアプリに
よる電子決済、電子納付（ペイジー、インターネットバンキング等）で納付できます。
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石垣市字登野城５５－４

石垣地方合同庁舎１階
電話番号:0980-82-2327
開庁時間:月～金 8:30～17:15
（土日祝日及び年末年始は閉庁となります。）

ハローワークでは、お仕事の情報提供や紹介だけではなく、就職活動の具体的な
方法（履歴書の書き方・面接の心構えなど）の提案、自分にあった仕事を見つける
ための助言、就職のための技能習得（職業訓練あっせん）など、仕事に関する相談
を行っています。ハローワークで「仕事」「働く」の相談をしてみませんか?

八重山
郵便局

ハローワーク八重山

次のような事で困っていたり、
上手くいかないと悩んでいませんか?

自分にあった
仕事が

みつからない

履歴書や
職務経歴書って
どう作成したら
良いのかな?

面接で何を
聞かれるのだろう
きちんとできるか

心配…

仕事を
続けられるか

心配

就職がうまく
いかず家に
閉じこもって

いる

働くことに
不安を

感じている

ハローワーク八重山
海邦銀行 博物館 裁判所検察庁 天川御獄

税務署

琉球銀行

730交差点

お仕事を
マッチング

目に留まる
応募書類
つくり
サポート

職業訓練
の受講

各島ごと
の検索も
できます



月月  日日 曜曜日日 地地区区名名 受受付付場場所所 受受付付時時間間

2 月 16 日 月 鳩間 鳩間島コミュニティセンター 10：30～15：00

2 月 17 日 火 11：00～18：00

2 月 18 日 水 8：30～15：00

2 月 24 日 火 竹富 竹富島まちなみ館 10：00～14：00

船浮 船浮公民館 12：00～14：00

白浜 海人の家 16：00～18：00

祖納・干立 干立公民館 8：30～10：30

古見・美原 古見の浦の里 13：00～15：30

3 月 2 日 月 11：00～18：00

3 月 3 日 火 8：30～15：30

3 月 6 日 金 小浜 小浜公民館 10：00～17：00

3 月 9 日 月 黒島 黒島伝統芸能館 9：00～13：00

3 月 11 日 水 10：00～18：00

3 月 12 日 木 8：30～15：00
※天候等により日程が変更になる場合がありますので、御了承下さい。

2 月 27 日 金

令令和和77年年度度  町町県県民民税税申申告告受受付付  日日程程表表

波照間 波照間保健センター

2 月 26 日 木

竹富町役場から町民税・県民税申告書を２月上旬以降に郵送します。なお、申告書が郵送されてきていない
場合でも、申告の必要がある方はご連絡（※８3－４８６１税務課まで）ください。

西部 中野わいわいホール

東部 離島総合センター

■■申申告告がが必必要要なな方方■■
令和8年1月1日現在、竹富町内に在住で、令和7年中に所得のあった方

※令和7年中に所得がなかった方でも、「非課税証明書」を必要とする場合には申告が必要です。この申告
が国民年金や就学援助などの福祉関係の資料や、国民健康保険税などの算定資料にもなりますのでご協力く
ださい。未未申申告告のの場場合合ににはは、、各各種種のの軽軽減減措措置置やや、、行行政政ササーービビススがが受受けけらられれなないい場場合合ががあありりまますす。。

■■申申告告がが不不要要なな方方■■
・給与または年金所得（※遺族年金・障害年金除く）のみで、支払先から竹富町役場に「給与支払報告書」
が提出されている方（医療費控除、寄付金税額控除を利用される方は申告して下さい）

・所得税の確定申告を税務署へ提出する方
税務署での確定申告受付は、入場整理券が必要となります。整理券は当日会場で配布されますが、オンライ
ンでの事前発行も行っております。詳しくは税務署ホームページ『確定申告会場へ来場をお考えの方へ』
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r05junbi/kakushin-sonota/kakushin-
kaijou.htm)をご確認いただくか、石垣税務署(0980-82-3074)までお問合せください。

■■申申告告書書のの送送付付■■

町民税・県民税の申告だけではなく、簡易な所得税の確定申告も受け付けます。
ただし、青色申告、土地建物・株の譲渡、先物取引、連帯債務のある住宅借入
金等特別控除、認定長期優良住宅・特定増改築住宅特定改修に係る控除申告、
震災関連の控除申告などは受けられませんので、石垣税務署での申告をお願い
します。申告書の郵送や出張所持ち込みは、3月6日までに送付・持込ください。

町民税・県民税申告書の用紙及び収支内訳書等は、各出張所（西表東部・西部・波照間）及び各郵便局（竹
富・黒島・小浜・西表島・大原・波照間）、鳩間簡易郵便局でも2月以降置いてあります。

■■申申告告にに必必要要ななもものの■■
□ 市町村民税・県民税申告書（※封筒に入っている申告書）
□ 筆記用具
□ マイナンバーカード又は個人番号確認書類(通知カード等)及び本人確認書類(免許証、パスポート等)

平成29年のマイナンバー制度導入に伴い、申告書提出の際にマイナンバーの記載と本人確認が必要になります
□ 口座番号のわかるもの（還付がある方のみ）
□ 所得額の計算に必要な帳簿・書類（給与所得者、年金受給者は源泉徴収票）
□ 事業、農業、漁業所得のある方は、必必要要経経費費のの領領収収書書等等はは項項目目毎毎ににままととめめ収収支支内内訳訳書書をを記記入入のうえ提出
してください。なお、畜産業収入証明書、その他の農産物販売証明書等はＪＡにて、漁業は漁獲高等証明書
を漁協にて発行していますので取得のうえ提出してください。

□ 各種控除に必要なもの【国民健康保険税の領収書(昨年１月～12月までに支払った分)、社会保険料の控
除証明書や領収書、地震保険・長期損害保険など控除証明書、医療費の領収書・明細書・医療費のお知ら
せ、医療費の補てんされた金額がわかるもの、身体障害者手帳・学生証 等…】

■■申申告告のの際際のの留留意意事事項項■■
住民税・申告のQ&A

https://www.town.taketomi.l
g.jp/guide/zeikin/153075616
6/juminzei_shinkoku_qa/
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個人住民税の申告義務者

（ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません）

前年所得がある人

税務署へ所得税の確定申告書を提出した人
給与所得のみであり、勤務先で年末調整を行い、勤務先からお住まい
の地方団体に給与支払報告書が提出されている人
公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金など)の所得のみであり、
公的年金等の源泉徴収票に記載されている以外の控除を受けない人

個人住民税の申告義務はないが
申告する人

次の人は１月１日に住所のある市区町村に所得について申告する必要があります。
申告に基づいて市区町村は当年度の個人住民税額を決定します。

非課税証明書を取得する人
国民健康保険の軽減を受ける人
各種給付、助成申請にあたり必要な人

令和８年度分の

申告会場に出向くことも、申告書の記載・印刷・郵送も必要ありません
スマホやパソコンからeLTAX個人住民税電子申告システムに簡単アクセス！

個人住民税申告の
電子化特設ページは
こちら！

申告者
個人住民税

電子申告システム 市区町村

経由

市区町村ホームページ

eLTAXホームページ

マイナポータル

エルタックス

eLTAXから「マイナンバーカード
」を利用して個人住民税に関する申告ができます

令和7年中所得に関する

（例）

https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336



※メンテナンス時間を除きます。

いつでも電子申告できますか？

3月15日が土日の場合はその翌日
市区町村が案内する申告期限(３月15日)までに申告する必要
があります。
ただし、システムは24時間・365日利用できますので
申告期限までに申告できなかった人や申告義務はないけれど
申告する人は随時の申告が可能です。

Q

A

電子申告した申告書は印刷できますか？

申告完了時に申告書をPDF形式でダウンロードできますので
必要に応じて印刷してください。

Q

A

eLTAXの利用届出（利用者IDの取得）等は必要ですか？

マイナンバーカードによる認証を行うため必要ありません。

Q

A

Q&AQ&A

電子申告には何が必要ですか？Q

A

申告者を特定・確認するため電子申告にはマイナンバーカードが必要
です。
券面事項入力補助用パスワード（数字４桁）
署名用電子証明書用パスワード（英数字6～16桁）の入力が必要です。

申告内容を確認するため源泉徴収票など所得金額の分かるものや
保険料控除証明書などが必要です。

申告受付完了等のご連絡を受信するメールアドレスが必要です。

※マイナンバーカードには有効な署名用電子証明書が搭載されている必要があります。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 給与の収入金額が2,000万円を超える場合 

② 1 か所から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる

場合において、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が 20 万円を超

える場合 

③ ２か所以上から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象と

なる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退

職所得以外の所得金額との合計額が 20 万円を超える場合 

令和７年分所得税及び 

復興特別所得税の 

申告・納付期限は 

 令和８年３月 16 日（月）まで 

給与所得者のみなさまへ 

上記①～③のような場合は確定申告が必要です。 ➡ 

 

確定申告は、自宅から 

マイナンバーカードで e-Tax！ 

スマホやパソコンを使って、ご自

宅から国税庁ホームページ「確定

申告書等作成コーナー」をご利用

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

個人事業者の 

みなさまへ 

令和７年分において、課税事業者となる方（①～④）は、 

消費税及び地方消費税の確定申告を行う必要があります。 

① インボイス発行事業者の登録を受けている事業者 

② 令和５年分の課税売上高が 1,000 万円を超える事業者 

③ 令和５年分の課税売上高が 1,000 万円以下の事業者で、令和６年 12 月末までに 

「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者 

④ ②③に該当しない場合で、令和６年 1 月 1 日から令和６年６月 30 日までの期間 

（特定期間）の課税売上高が 1,000 万円を超える事業者 

令和８年３月31日（火） 

➣申告・納付期限は 

 

 

国税庁ホームページから確定申告（e-Tax） 

≪e-Tax に関する情報は、上記ＱＲコードから≫ 

 令和７年分 

消費税及び地方消費税の 

  電子証明書の有効期限切れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有効期限が過ぎた場合には、e-Tax 等の電子申

請やコンビニ交付・健康保険証等に使えなくなり

ますので、お住まいの市区町村の窓口で更新手続

きを行っていただくようお願いします。電子証明

書の更新にかかる手数料は、無料です。 

※ 電子証明書のみの有効期限が過ぎた場合でも、 

対面の本人確認書類としては引き続き使えます。 

所得税等の確定申告で使用する 
マイナンバーカードの電子証明書の有効期
限切れや失効にご注意ください 
有効期限切れや失効又は顔認証方式を
採用している場合は申告書を送信でき
ません 

失  効 有 効 期 限 

電子証明書の有
効期限は、電子
証明書の発行日
から５回目の誕
生日までです 

転居等により住民票の基本
４情報（氏名、生年月日、
性別、住所）のいずれかに
変更があった場合は、署名
用電子証明書が失効してい
る場合があります 

電子証明書の有効期限の 

確認方法はコチラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 源泉所得税の徴収高計算書の提出    

〇 源泉所得税の納付 

e-Tax を利用することで、自宅や会社から徴収高計算書の送信を行うことができます。 

徴収高計算書の提出は e-Tax を利用 

まとめて e-Tax で！ 

源泉所得税の納付は自動ダイレクト納付 

e-Tax で申告等データを送信する際に「自動ダイレクト」を選択し送信すること

で、法定納期限当日に自動で口座引落しにより納付ができます。 

※ 法定納期限当日に申告手続をした場合は、翌取引日(期限内納付として取り扱います。) 

 

 

 

 

 

e-Tax ソフトと同様の画面操作を用いて、徴収高計算書の作成・送信・納税の一連

の流れを体験できるコーナーです。ぜひ体験してみてください。 

源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーはこちら⇒ 

 

手続方法 

①e-Tax で徴収高計算書を作成 

②徴収高計算書送信時に「自動ダイレクト」を選択 

③法定納期限当日に自動で口座引落としされるので、正常に引落しされているか確認 

源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナー 



 公的年金等を受給されている方へ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で 

以下のいずれにも該当する場合は、所得税及び復興

特別所得税の確定申告は必要ありません。※ 

 ● 公的年金等の収入金額が 400 万円以下 

※ 公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。 

 

● 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 

20 万円以下 

公的年金等を受給されている方へ

・ 所得税等の還付がある場合には、還付を受ける 

ための確定申告をすることができます。 

・ 所得税等の確定申告が必要ない場合であって 

も、住民税の申告が必要な場合があります。 

住民税については、お住まいの市町村に 

お尋ねください。 

～令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し～ 

・ 令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」に関

する見直しや、「特定親族特別控除」の創設等が行われまし

た。これらの改正は、原則として令和７年 12 月 1 日に施行

され、令和７年分以後の所得税について適用されます。 

・ これらの改正により、受給者に還付すべき金額が生じる

場合には、原則として、公的年金等の支払者から還付され

ますが、「特定親族特別控除」の適用を受けようとする場合

や、扶養親族等の所得要件の引き上げにより、扶養親族等

の要件を満たすこととなった親族に係る「扶養控除」等の

適用を受けようとする場合には、確定申告 

をする必要があります。 

 

～確定申告をする予定の方へ～ 

・ 確定申告をする際には、スマホやパソコンを使って、ご

自宅から国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナ

ー」を利用することができます。 

・ マイナンバーカードを使って、マイナポータル連携を利

用すると、給与、公的年金等の収入に関する情報や医療

費、ふるさと納税等の控除に関する情報を一括取得し、申

告書の該当項目に金額等を自動入力することができ、申告

書の作成がさらに便利になります。 

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限切れにご注意 

ください。 

有効期限を過ぎた場合、マイナンバーカードを利用した国税 

に関する申告、申請・届出等の e-Tax 手続やコンビニでの住民 

票等交付サービスの利用ができません。特に、確定申告期は、 

更新窓口（市町村）の混雑が予想されますので、お早めの更新 

手続をお願いします。 

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください ⇒ 

※ 給与のデータは、事業主の方が、オンラインで源泉徴収票を提出 

していること等の要件があります。 

  確定申告の相談日について（石垣市・竹富町・与那国町向け） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税務署に行かなくても 

マイナンバーカードで
自宅からe-Tax 

確定申告の相談日のお知らせ 
～所得税・消費税・贈与税～ 

令和７年分確定申告期における申告

相談について、税務署の閉庁日（土曜・

日曜・祝日）のほか、次の日においても

相談を受け付けておりませんのでご注

意ください。 

①令和８年２月20日（金）終日 

②令和８年２月27日（金）終日 

石垣税務署では限られた職員で確定申告期に

大量に提出される申告書等の処理に対応するた

め、令和７年分確定申告期より相談日を限定して

部内処理等に当たります。 

皆様にはご不便をおかけし、誠に申し訳ござい

ませんが、ご理解ご協力のほど、何とぞよろしくお

願い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

確定申告に関する税務相談は                          

チャットボット をご利用ください 

国税庁ホームページにおいて、令和７年分の確定申告に関する

税務相談チャットボットを次の日程で開始します。 

所得税の確定申告 

令和８年１月上旬から 

 消費税の確定申告 

令和８年２月上旬から 

 税務相談チャット 
ボットはこちらから 

24 時間いつでも相談できます☆彡 

〇 所得税の確定申告では、「医療費控除」や「住宅ローン控除」など 

各種控除のほか、株式の配当金や副業で得た収入の申告に関する質問 

など、所得税全般について 

 

〇 e-Taxやスマホ申告を含む確定申告書等作成コーナーの操作方法や

よくあるご質問について 

 

〇 消費税の確定申告では、インボイス制度のほか、消費税額の計算方 

法や申告手続などについて 

 

○今年度から新たに贈与税の申告に関する質問も可能となり、主な制度

や特例のほか、贈与税の計算方法や申告手続きなど 

 

〇 詳しい相談範囲については、国税庁ホームページをご覧ください。 

 

 

贈与税の申告 

令和８年２月上旬から 

 

 



　ミカンコミバエは、主に果物等に寄生する大害虫ですが、1986 年には沖縄県全域から既に根絶しており、
現在日本では生息していない虫です。
　しかし、台湾やフィリピンなど東南アジアでは現在も生息しており、台風等の風や人及び物流により、再侵
入する可能性があります。沖縄県では再侵入を防ぐため、関係機関と連携して予防防除を行っています。
　ミバエが再侵入し再発生した場合、大きな被害を引き起こすとともに、果物や野菜の出荷が制限される
可能性があります。

　再侵入防止対策として、 誘殺板を街路樹や庭木等に吊り下げたり、山林にはヘリコプターで散布しています。
　誘殺板には殺虫剤も含まれていますので、見つけても触らないでください。防除へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

ミカンコミバエ再侵入防止に
ご協力をお願いいたします。

ビニール袋の口をしっかり
閉める

果実残さ等をビニール袋に
入れて処分

連絡先
○沖縄県病害虫防除技術センター：098-886-3880
○竹富町役場 農林水産課：0980-82-3116

1. ミカンコミバエの産卵場所をつくらせないため、庭先の
落下果実や熟果は放置せず、ビニール袋などで密閉の
うえ廃棄をお願いします。
2. 庭先の果実、果菜類にウジが発生しているなど、異
常がある場合は、下記の機関までご連絡ください。
3. 誘殺板の追加設置にご協力をお願いします。
4. 山林等は航空防除としてヘリによる誘殺板散布を
行っています。

異 常 な 果 実 を 見 つ け た ら

連絡先 : 沖縄県病害虫防除技術センター :098-886-3880 / 竹富町役場 農林水産課︓0980-82-3116

家庭栽培果樹等への定着 ・ 蔓延防止対策 異常な果実をみつけたら ・ ・ ・

果実残さ等をビニール袋に
入れて処分

ビニール袋の口をしっかり
閉める

ミカンコミバエ 誘殺テックス板を散布グァバを食害する幼虫 誘殺板

1000PX➡



海上保安庁 石垣航空基地

年間実績
(令和7年1月1日～ 12月31日 ) 

35件　35名 
(昭和47年急患輸送開始以来 ) 

出動　 3,415 件 
輸送　 3,479名 

愛します！ 守ります！
日本の海 

令和７年11月搬送件数 令和７年12月搬送件数

地域名

竹富
小浜
黒島
西表東部
西表西部
新城
鳩間

波照間

与那国

石垣→宮古

多良間

地域名

竹富
小浜
黒島
西表東部
西表西部
新城
鳩間

波照間

与那国

石垣→宮古

多良間

急患搬送 (出動件数 )

0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件

0件

1件

0件

0件

急患搬送 (出動件数 )

0件
0件
0件
2件
0件
0件
0件

0件

0件

0件

0件

https://www.town.taketomi.lg.jp/soshiki/machizukuri/akiyakeijiban/

※ 令和７年度は【新聞業】、【自動車 ( 新
車 ) 小売業】、 【各種商品小売業】、【糖類
製造業】は、改正がありませんでした。 
このため令和７年 12 月１日から地域別
最低賃金が適用されます。 



竹富町

年 月
納付書が

変わります！

お手数をおかけしますが、その他の収納方法で納付を
お願いします。

での納付については、令和 年 月頃利用開始予
定となっています。
準備でき次第お知らせいたします。

口座振替銀行窓口

出張所

コンビニ ｽﾏﾎ

一部料金では
で納付

できません

納付方法

税・料の納付について

旧旧 納付書から
ペイジーマークがなくなります。

から に変わります。公公

共通納税

おしらせ

コード付き納付書は、地方税お支払い
サイトを利用し納付できます。

出張所や役場窓口でキャッシュカードを
利用して口座振替を受け付けています。
詳しくは、出張所・役場窓口でお問合せく
ださい。

新新 税・料 共通納付書

ココーードドががつついいてていいなないい納納付付書書はは でで使使用用ででききまませせんん。。

納納付付書書変変更更にに伴伴いい
一一部部料料金金でで 納納付付ががででききななくくななりりまますす

町営住宅家賃の納付書は
ハガキ納付書から

税・料 共通納付書へ！

納付期限の切れた納付書は使用できません。 各税・料の担当課窓口へお問い合わせください。

コード
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